
平成２７年度

国立市被災建築物応急危険度判定連絡会

平成２７年１１月２０日（金） 午後７時～
於：国立市役所 北庁舎 第７会議室

国立市 行政管理部 建築営繕課
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１．被災建築物応急危険度判定とは

２．被災建築物応急危険度判定員とは

３．応急危険度判定手順と備品

４．国立市の取組みと体制

本日の会議内容
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被災建築物応急危険度判定

地震により被災した地域の住宅等を調査し、倒壊や外壁・窓ガラスの落下
などの危険性を判定することで人命にかかわる二次災害を防止することを
目的とします。

また、判定結果を第三者などに対して情報提供することとしています 。

建築の専門家が調査することで、一時的にでも居住者等の精神的安心感を
与えることも期待されています。

①二次的災害の防止
②精神的安心感の提供

※り災証明調査とは異なります
→「り災証明」自治体が発行するもので、公的な災害支援や損害保険請求時に被害の程度を
証明するものとして使用される。
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■判定対象（市が実施する対象）

・一般住宅 （約14,000棟）

・市が管理する公共施設 （約110施設）

・市が協定を結ぶ福祉避難所（12施設）

※構造は問いません！
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被災建築物応急危険度判定員

建築士資格を有し、都道府県が主催する講習会を受講し、応急危険度判定に
関する知識を習得、発災時にボランティアとして活動する登録を受けた者

東京都では １２，０００人 以上
全 国では １００，０００人 以上 が登録しています。

※国立市では・・・

在住登録判定員 ５８名（うち、行政職員１４名）→実質４４名
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■判定員の体制

３．市内在住判定員数（H26.12現在）

時間帯 想定時間 人数

平日昼間 8：00～18：00 16

１．国立市の被害想定

全壊棟数 1,119
合計（棟） 2,658

半壊棟数 1,539

　　　　　出典：東京都「首都直下地震等による東京の被害想定(H24.4)」のうち、市内最大被害予測の立川断層帯地震より

２．判定対象棟数（見込）

全・半壊棟数 2,658
被害想定棟数の５割強

1,500
1329

44

※自治体職員等、非常

参集があると思われる

市内在住者は含めない。夜間・休日 18：00～8：00
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判定はいつまでに実施完了する必要があるのか？
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第３部・第４節・第１・３・（２）①

（前文略）余震等による建築物の倒壊や部材の落下等の二次災害
を防止し、住民の安全を確保するために、地震発生後７日以内に
終了することを目標とし、（後文略）

○ 国立市総合防災計画（素案）での位置付け

第３部・第３節・第２・１０・（２）および第３（表）

１時間以内に避難所および主要な市施設の応急危険度を開始し、
１日以内の完了を目標とする

【市有施設（避難所等）】

【民間施設（住宅）】
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条件１：

条件２：

条件３：

　　条件　：　在勤者は考えず、平日昼間の在住者人数を市内確保可能人数とする

∴　　２２人　×　４回 ８８人

１日あたりの必要判定棟数　：　　１，５００棟／７日間 ２１５棟／日

１チーム(２人体制)で１日に２０棟判定できると仮定した場合

　 １日あたりの必要判定チーム　：　　２１５／２０ １１チーム（２２人）

１人が従事できる判定期間を２日間と仮定した場合

最低応援要請人数

７２人

　　※市職員は実施本部運営、市有施設の判定、その他被災対応に従事するものとし、
　　　 市内確保可能人数に含まないものとした。

５．応援判定員必要人数(見込み)

最低必要人数

８８人

市内確保可能人数

１６人

最低必要人数　 ７日間の中で最低４回は判定員の入れ替えが必要

４．市内判定活動最低必要人員(見込み)

国立市総合防災計画に従い、７日間で判定を終了すると仮定した場合
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そこで、国立市では･･･

東京都に応援要請もしますが、他県からの応援者が都内に
入ってこれるまで時間が掛かる等々、課題も多いです。

建築士の方はもちろん、建築物の構造を理解されている建
築工事従事者の皆さまにも判定員としてご協力をお願いし
ます。

※全国的にみても例が少ない体制です。



登録 ≠ 必ず参集

この制度はあくまで、ボランティアで行っていただくものです。

まずは、ご自身やご家族など身の安全確認・避難を最優先に行って下さい。

落ち着いた時点で応急危険度判定業務に従事していただける場合のみ、
御協力をお願いいたします。

また、判定業務に従事いただく期間も１日からで構いません。
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■調査の前提

１．緊急的かつ、暫定的である
→恒久的な使用判断ではない。

２．外観目視、測定が基本

３．判定に迷ったら、厳しい(危険)側に判定

■調査する建物
１．調査対象建築物
２．隣接建築物
３．周辺地盤・工作物

13



14

地 震 発 生

自主参集

受 付

判定機材等の受領

判 定 業 務

報 告

帰 宅

要請参集

①自主参集（Ⅰ・１・(１) ）
震度６弱以上の地震発生の場合

②要請参集（Ⅰ・１・(２) ）
震度５強以下の地震発生の場合

２
日
目
以
降
も
同
じ
で
す

③受付・判定機材等の受領（Ⅰ・２）
従事日数に係わらず、毎回必ず行う。
健康状態の確認の他、本部到着までの市内被災
状況について判定コーディネーターに報告する。

④判定機材は、不足する備品について班長に申し
出、提供を受ける。
備品受取り後、指定判定地域、各種災害情報、
判定業務時間や緊急避難所等について説明を
受ける。

⑤判定業務（Ⅰ・３および同４・(１)～（１０））
身の安全を第一に優先し、無理はしない。行動の
判断に迷った場合は本部に確認をする。

⑥報告（Ⅰ・４・(１０)～（１４））
判定結果等の報告と判定機材の返却を行う。
引き続き従事予定の場合でも、機材は全て返却
してから帰宅する。

■判定業務の流れ（基本）

① ②

③

④

⑤

⑥



■調査表 ※記入は必ず『東京都防災ボランティア登録者』が行って下さい

調査概要等

建物概要

総合判定結果

調査結果

判定ステッカーの選択



■判定結果の掲示（判定ステッカー）

危険度：大 小

居住者・第三者の見えやすい場所に掲示

（赤） （黄） （緑）
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■判定必要備品（国立市で所有する備品）
（一覧表）応急危険度判定用備品　　※平成27年11月20日　現在

保 有 数 単 位 備　考
被災建築物の調査用紙 木造 2500 枚

RC・SRC造、S造 各　500 枚
判定ステッカー 赤 2000 枚

黄、緑 各　500 枚
24 個
24 個
40 個
24 本
24 個
40 枚
24 枚
24 双
24 個
40 個
24 組
24 本
24 個
24 巻
20 巻
40 枚
180 枚
120 個
24 個
24 個
1 冊 毎年度　1冊
1 セット 毎年度　1セット

都市地図（国分寺・国立市） 12 冊

カイロ
防犯ブザー
笛
住宅地図（本部用）
住宅地図　電子版（本部用）

マスク

腕章
腕章名札
軍手
ヘッドライト
バインダー
マーカー（赤・青・黄）
３色ボールペン
油性ペン
立入禁止テープ
ガムテープ
手持ち袋（ナップサック）

双眼鏡

項　目

コンベックス
下げ振り
クラックスケール
懐中電灯



■可能な範囲で用意していただきたい備品

予備的に用意するもの

　　判定マニュアル

　　雨具

　　防寒具

必携品

　　コンベックス

　　軍手

　　携帯電話

　　ナップザック

　　救急セット

　　常備薬

　　登録証

　　ヘルメット

　　筆記用具

　　水筒（飲料水）

　　マスク
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■市策定マニュアル

１．震前マニュアル 《市職員向け》

…被災予測、応急危険度判定の作業計画、関係団体等の連携など
発災後、速やか、かつ、適切に対応するための心構えを記載

２．実施本部業務マニュアル 《市職員向け》

…発災後の応急危険度判定実施本部の運営方法について記載

３．判定業務基準マニュアル（※本日配布）
…判定員の行動基準、判定方法、結果報告のほか、所有者・住民
から質問等があった場合の対応方法など実務に沿った内容を記載

４．判定コーディネーター業務マニュアル《市職員向け》
＋ チーム編成マニュアル
…判定員参集後、的確に判定業務が行えるよう、コーディネー
ターとしての業務内容を記載
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■地震発生後の国立市の体制

市職員（被災建築物応急危険度判定実施本部）

判定員

国立市災害
対策実施本部

本部長
副本部長

総務係 調査・実施係情報係

判定コーディネーター

班 長
（最大２班）

チーム１
（２人体制）

チーム10
（２人体制）

東京都

関係団体
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■参集条件と参集場所

22

震度６弱以上の地震または、市からの参集
要請がありましたら、市役所北庁舎第七会
議室にお集まりください！

南側駐車場

東側駐車場
西広場 本庁舎

北庁舎

ＪＲ南武線
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■避難所の開設

非常参集職員、施設管理者および
避難所運営委員

発災

内閣府のチェック表(右)による、
簡易点検

他の避難所に移動

応急危険度判定の実施

【ＯＫ】

【ＮＧ】

避難所の開設



■今後の予定

１．地域連絡会

少なくとも年１回開催します。
今後は他自治体の活動事例や、被災地での活動
状況など実際の判定について意見交換も踏まえ
行っていきます。

２．実地訓練

一般住宅等で解体される建築物などを利用し、
判定業務の訓練を実施します。（時期未定）

※皆様の周りで、訓練に使用できるような建築
物がありましたら御連絡下さい。
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■市からの案内（通知）方法

・市報
・ホームページ
・各公共施設掲示板
・くにたちメール配信 ⇒『防災』カテゴリー
※専用アドレスより個別登録が必要

（名簿登録いただいた方）
・各種案内状
・メール

国立市の被災建築物応急危険度判定の窓口は
「 建 築 営 繕 課 」
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お使いのメールソフトやメールの受信設定（迷惑メール対策等）などによっては
当市からの返信メールが正常に受信できない場合がございます。送信前に、ご確
認ください。

メールの受信制限をしている方は、上記ドメインからのメールを受信できるよう
に設定してください。（設定方法等は、ご利用の通信会社・メールソフトによっ
て異なります）。特に、携帯電話のメールをお使いの方は、パソコンからのメー
ルを受信拒否する設定になっている場合がございます。

■ドメイン解除のお願い

① 市からの一般メール
『 city.kunitachi.tokyo.jp 』

② くにたちメール配信
『 sg-m.jp 』



■応急危険度判定に関する情報提供

・国立市ホームページ
トップページ ⇒ 『その他：防災』 ⇒ 被災建築物応急危険度判定

・全国被災建築物応急危険度判定協議会
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/oq/oqindex41.html

⇒ＯＱ通信(年１回)、判定活動実績 等

・東京都都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/bousai/kn_t08.htm
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http://www.kenchiku-bosai.or.jp/oq/oqindex41.html
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/bousai/kn_t08.htm



